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港区特別職報酬等審議会答申（概要） 

 

 

令和３年１２月８日に施行した港区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条

例において、港区特別職報酬等審議会（以下「審議会」といいます。）の審議事項に、

常勤の監査委員の給料、旅費、通勤手当、期末手当及び退職手当の額（以下「常勤の

監査委員の給料等の額」といいます。）を追加しました。 

これに伴い、審議会に対し、令和３年１２月２１日に、常勤の監査委員の給料等の

額などについて、追加で諮問しました。 

その後、審議会から、令和４年１月２４日に、当該諮問事項について、以下のとお

り答申がありました。 

 

１ 給料について 

  月額７４６，９００円とする。 

 

２ 退職手当について 

退職の日における給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

・勤続期間一年につき、２１５／１００ 

 

３ 旅費について 

区長以外の特別職と同額とする。 

 

４ 通勤手当の額について 

実際の通勤に要する額を支給する。 

 

５ 期末手当の額について 

他の特別職と同月数とする。 

 

６ 実施時期 

常勤の監査委員が選任された日 
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１ はじめに 

本審議会は、令和２年７月８日、港区特別職報酬等審議会条例第２条第３項の規定に基

づき、港区長から、区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに区長、副区

長及び教育委員会教育長（以下「特別職」という。）の給料、旅費、通勤手当、期末手当

及び退職手当の額並びに政務活動費の額の適否等について諮問を受けた。 

これまで、令和２年１１月、令和３年２月及び同年１１月に、区議会議員の議員報酬及

び期末手当の額並びに特別職の給料及び期末手当の額の適否等について審議し、答申し

ている。 

今回、令和２年国勢調査による人口集計の結果、区の人口は、２６万４８６人で２５万

人以上となり、地方自治法の規定に基づき、新たに常勤の監査委員を１人以上選任するこ

ととなったため、区は、本審議会の審議事項に常勤の監査委員の給料、旅費、通勤手当、

期末手当及び退職手当の額（以下「常勤の監査委員の給料等の額」という。）を追加し、

常勤の監査委員の給料等の額の適否について意見を聴取することとした。 

そのため、港区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を、令和３年１２月８日

に公布し、同日施行した。 

本審議会は、令和３年１２月２１日、港区特別職報酬等審議会条例第２条の規定に基づ

き、港区長から、常勤の監査委員の給料等の額について、常勤の監査委員の給料等の額の

適否について並びに適正な常勤の監査委員の給料等の額に適用及び改定する時期につい

て、これまでの諮問事項に加える諮問を受けた。 

本審議会の各委員は、追加諮問を受け、区民の代表としての自覚と責任のもと、幅広い

視野に立ち、他区の状況等を踏まえ、公正かつ客観的な立場から、闊達な議論と慎重な審

議を行った。 

 

 

２ 常勤の監査委員の職務について 

監査委員は、地方自治法の規定に基づき、定期監査、決算等審査、財政援助団体等に関

する監査、例月出納検査、住民監査請求に基づく監査等、区の財務に関する事務の執行及

び経営に係る事業の管理並びに事務の執行について、区長から独立した執行機関として

監査を実施している。また、区長等への監査結果の報告に際しては、是正や改善等に関す

る意見書を提出できるなど、財務等の透明化や効率性、適法性等に重要な役割を果たして

いる。 

加えて、常勤の監査委員は、監査委員協議会案件の事前における事務局との相談、調整、

決裁や、監査の実施に当たっての監査事務局職員への迅速かつ円滑な指示・指導、内部統

制による監査の重点化等の懸案課題の対応・相談といった業務を行い、継続的な監査体制

を確保する重責を担うこととなる。 
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３ 他区の状況  

現在、常勤の監査委員を選任している１６区について、多数の区が、常勤の監査委員の

給料月額を、旧収入役に対する約８割との考え方を基本に算出した額としている。 

これは、平成３年の地方自治法の改正によって１人以上を常勤とする際に、その当時、

任用していた旧収入役の職務内容と常勤の監査委員の職務内容から算出した額である。 

令和３年６月１日現在の１６区の常勤の監査委員の給料については、地域手当を含め

た月額で、７０万円台となっている。 

 

 

４ 結論 

今回の結論を出すに当たり、本審議会では、常勤の監査委員の職責や他区の経緯を踏ま

えて検討し、慎重に審議を行った。 

港区として初めて常勤の監査委員を選任するに当たっては、給料月額及び退職手当の

割合を旧収入役の８割とする事務局案について、妥当性の判断が難しいという意見もあ

った。しかし、参考にする金額やその金額の根拠は必要であることから、他区の状況を参

考にし、専門性がある職務内容、試算の根拠も示されており、事務局案が妥当とする意見

が多数であった。 

また、旧収入役の８割で試算した金額である７４６，９００円が、現在、常勤の監査委

員を選任している１６区と比較しても突出しておらず、事務局案として示された給料月

額は、港区として妥当な額が算出されていると考える。本審議会において、今後も情勢を

見つつ、より適正なものとなるよう審議していくこととする。 

旅費については、区長以外の特別職と同額であり、また、通勤手当の額及び期末手当の

額については、他の特別職と同額とすることが適当である、ということで意見が一致し

た。 

これらの審議を踏まえ、以下のとおりとすることが妥当であるとの結論に至った。 

 

（１）給料について 

   月額７４６，９００円とする。 

（２）退職手当について 

退職の日における給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

・勤続期間一年につき、２１５／１００ 

（３）旅費について 

区長以外の特別職と同額とする。 

（４）通勤手当の額について 

   実際の通勤に要する額を支給する。 

（５）期末手当の額について 

他の特別職と同月数とする。 

（６）実施時期 

常勤の監査委員が選任された日 
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